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新潟県建設生産システム合理化指導要綱 新旧対照表 

新  旧 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１～第５の１（２）（略） 

（３）建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と

認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締

結してはならないことに留意すること。（法第19条の５第２項） 

（４） 請負価格は、契約内容達成の対価であるとの認識の下に、施工責

任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとする

こと。 

        また、消費税及び地方消費税相当分を計上すること。 

（５）請負価格の決定は、見積り及び協議を行う等の適正な手順による

こととし、特に次のことに留意すること。 

  ア 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いるこ

とができる等正当な理由がある場合※1を除き、通常必要と認められ

る原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結しては

ならないこと。（法第19条の３第２項） 

イ 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事

内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び適正な施工を確

保するために不可欠な経費※２、その他当該建設工事の施工のために

必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要

な日数を記載した見積書（以下、「材料費等記載見積書」という）

を作成するよう努めること。（法第20条１項） 

 

 

 第１～第５の１（２）（略） 

 

 

 

（３）請負価格は、契約内容達成の対価であるとの認識の下に、施工責任範

囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。 

また、消費税及び地方消費税相当分を計上すること。 

 

（４）請負価格の決定は、見積り及び協議を行う等の適正な手順によること

とし、特に次のことに留意すること。 

 

 

 

 

ア 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応

じ、工事種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにし

て、建設工事の見積りを行うよう努めること。（法第 20 条第１項） 

なお、見積条件については、建設生産システム合理化推進協議会（平

成３年８月８日設立。国土交通省、建設業者団体等で構成）から『総合

工事業者・専門工事業者間における工事見積条件の明確化について－
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   なお、見積条件については、建設生産システム合理化推進協議会

（平成３年８月８日設立。国土交通省、建設業者団体等で構成）か

ら『総合工事業者・専門工事業者間における工事見積条件の明確化

について－「施工条件・範囲リスト」（標準モデル）の作成－』の

申合せがなされているので参考とすること。 

   

 

 

ウ 建設業者が材料費等記載見積書に記載する材料費、労務費その他経

費の額は当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料

費等の額を著しく下回るものであってはならないこと。（法第20条

第２項） 

   なお、労務費の相場観として、中央建設業審議会（昭和24年８月

20日設置。国土交通省、建設業者団体等で構成）が「労務費に関す

る基準」※３を作成しているので留意すること。 

エ 注文者は、契約を締結する前に契約の内容を具体的に提示し、

かつ、その後受注者が見積りをするために必要な期間を次のとお

り与えること。（法第20条第３項、施行令第５条第９項） 

      (ア） 予定価格が500万円未満の工事          １日以上 

      (イ) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事   10日以上 

      (ウ) 予定価格が5,000万円以上の工事         15日以上 

ただし、やむを得ない事情があるときは、(イ)及び(ウ)の期間

は、５日以内に限り短縮することができる。 

「施工条件・範囲リスト」（標準モデル）の作成－』の申合せがなされ

ているので参考とすること。 

 

 

 

イ 建設業者は、建設工事の発注者又は注文者から請求があったときは、

請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付すること。

(法第 20 条第２項) 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 注文者は、契約を締結する前に契約の内容を具体的に提示し、かつ、

その後受注者が見積りをするために必要な期間を次のとおり与えるこ

と。（法第 20 条第４項、施行令第６条第１項） 

(ア） 予定価格が 500 万円未満の工事 １日以上 

(イ) 予定価格が 500 万円以上 5,000 万円未満の工事 10 日以上 

(ウ) 予定価格が 5,000 万円以上の工事 15 日以上 

ただし、やむを得ない事情があるときは、(イ)及び(ウ)の期間

は、５日以内に限り短縮することができる。 
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オ 建設業者は、建設工事の発注者又は注文者から請求があったと

きは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付

すること。(法第20条第４項) 

カ 建設工事の注文者は、見積書を交付した建設業者に対し、その

材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と

認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を

求めてはならないこと。（法第20条第６項） 

   （６） 下請契約の締結後、正当な理由がないのに、請負価格を減じ

ないこと。 

 

 

  ※１ 正当な理由として認められる場合（建設業法施行規則第13条

の11） 

・ 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができ

ること。 

・ 先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活

用することにより工事原価の低減が図られていること。 

・ 建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必

要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請

負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得

ない事情があること。 

  ※２ 適正な施工を確保するために不可欠な経費（建設業法施行規

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 下請契約の締結後、正当な理由がないのに、請負価格を減じないこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

P14 

 

 

 

 

P15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

則第13条の12）   

・ 法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る

掛金 

※３ 「労務費に関する基準ポータルサイト」 

URL： https://roumuhi.mlit.go.jp/ 

２～第10（略） 

附 則（令和８年４月１日改正） 

      この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別紙様式１      建設工事標準下請契約約款 

 

※別添新旧対照表のとおり改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～第10（略） 

 

 

 

別紙様式１      建設工事標準下請契約約款 

 

（改正） 
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P44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

 

別紙２ 

 



 - 6 - 

 
 

 


